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 実施不要 

 
 
  
  
  
 
 
 

○市の憲章、宣言等の策定又は改廃 
○市の構想、計画等の策定又は改廃 
○その他実施機関が必要とするもの 

・法令等に意見聴取等の手続き有 
・緊急を要するもの又は軽微なもの 

市民コメント制度の実施 

市民等からの意見提出 

公表の方法 
・市ホームページ 
・情報公開コーナー等の閲覧 等

提出意見を考慮し意思決定 

提出された意見等の概要、提出された意見等に対する市の考え、 
決定した事項（構想、計画等）を市民等に公表 

受付期間：３０日以上（原則） 
提出方法：郵送、ファクシミリ、

電子メール等 

案の公表と市民意見等の募集 

広報紙による周知 


